
「神戸市水利施設管理強化事業」

説明会

北区：令和７年４月 ９日（水）

西区：令和７年４月１０日（木）

神戸市経済観光局農政計画課
TEL:078-984-0372
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１．令和７年度神戸市水利施設管理強化事業の

具体的な取組内容や要件の説明

（１）取組内容や要件について

（２）実施報告の方法について

２．ため池管理アプリの導入および操作説明

説明内容
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（１）取組内容や要件について

（２）実施報告の作成方法について

２．ため池管理アプリの導入および操作説明

説明内容
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■取組者は①～③を実施する

取組①：ため池の事前放流による低水位管理

取組②：ため池の管理強化

取組③：緊急点検の実施

※緊急の点検の必要が生じた場合のみ

※補助の対象となるには上記①～③を全てを実施する必要あり

取組内容
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取組①：ため池の事前放流による低水位管理

■事業の目的 集中豪雨の激甚化・頻発化による災害の防止

出水期にため池の水を事前に放流して水位を下げ、大雨が降っても雨
水を一時的に貯留できるようにする。

⇒堤体への負荷軽減（水圧低減）、下流河川等の急激な増水を防止！
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取組①：ため池の事前放流による低水位管理

■具体的な取組方法

・出水期(6月～10月)のうち、一定期間（1ヶ月以上）継続してため
池が低水位となるよう調整・管理。

・取組開始から終了まで、常時低水位で管理する必要がある。

※大雨時の一時的な増水は除きます。

このような取組に対して、令和５年度より国の「水利施設管理強化
事業（特別型）」を活用した支援を実施しています。

6



取組①：ため池の事前放流による低水位管理

■支援の概要

（支援の要件） ・出水期（6月～10月）のうち1か月以上の間、低水位
に管理する農業用ため池であること。

・低水位に管理する期間中、満水状態に対して貯水容量
を1,000m3以上確保すること。

・県総合治水条例に基づく「指定雨水貯留浸透施設」ま
たは「指定貯水施設」に指定されること。

（支援の内容） ・低水位管理の取組にかかる経費※への助成として

３５，０００円／月 を上限に

国・県・市が連携して補助金を交付。

〔年間２か月分を上限とする。〕

※ 補助金の対象となる経費とは、低水位管理に必要となる

人件費や交通費等。補助金交付には実施報告が必要です。

※ 現時点では補助期間の制限はありませんが、今後の社会

情勢により変更となる場合があります。
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取組①：ため池の事前放流による低水位管理

低水位管理の取組期間
※期間は1ヵ月単位です

貯水容量1,000㎥以上を
確保するために低下させ
る水位深さ
※数値は少数第2位切り

上げ（10cm刻み）
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取組②：ため池管理強化

■支援の概要

（支援の要件）次表のNo.1～No.７のうち、1つ選択し実施

する。

（支援の内容）管理強化の取組にかかる経費※への助成として

１３０，０００円/池 を

市が補助金として交付。

※ 補助金の対象となる経費とは、管理強化の取組に必要となる

人件費や交通費等。補助金交付には実施報告が必要です。

※ 現時点では補助期間の制限はありませんが、今後の社会

情勢により変更となる場合があります。

（支援の目的）日常的に実施している維持管理に加えた取組

による管理者の管理意欲向上と管理強化を推進

すること。
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取組②：ため池管理強化
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取組③：緊急点検の実施

≪地震時≫

・震度４の場合 ：堤高15ｍ以上の防災重点農業用ため池

・震度5弱以上の場合 ：すべての防災重点農業用ため池

※地震発生後、原則２４時間以内に速やかに実施

≪大雨時≫

・大雨特別警報時 ：すべての防災重点農業用ため池

※大雨特別警報解除後、速やかに実施

『防災重点農業用ため池』は、次の事象が発生した時には、緊急

点検の実施が求められます。ため池管理者は、身の安全を十分に

確保しつつ、速やかに対象ため池の緊急点検を実施し、点検結果を市へ

報告してください。

地震後の農業用ため池等緊急点検要領
大雨特別警報時の農業用ため池等緊急点検要領による

■緊急点検の実施
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取組③：緊急点検の実施

【防災重点農業用ため池の管理者】
・第１報を神戸市へ報告
・ため池被害がない場合：完了
・ため池被害がある場合：第２報を報告

令和 ５ 年 ４ 月 ２ 日 （ 日 曜日） １６ 時現在

■■

ため池管理アプリで報告
※紙様式は点検項目の参考確認用であり、

実際には使用しません。
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報告方法

①取組期間中の、写真や水

位の報告は、

ため池管理アプリ
での報告が必須です。

②実施報告書等については、

原則メール

※難しい場合は、FAXや郵送

による提出も受付ます。
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実施報告の内容

報告内容 提出方法

① 実施報告書（様式第７号） 原則、メールで提出

②
水位管理「開始時・中間・終了時・大雨後」
・水位測定結果
・取組写真（水位状況と施設管理状況）

アプリで報告

③
ため池管理強化「取組 前・後」
・取組写真

アプリで報告

・実施報告書の提出〆切

・提出先 メール（原則）

FAX
郵送

：令和７年１１月１４日（金）

：tameikekobe@city.kobe.lg.jp

：078-984-0368

：神戸市中央区御幸通6-1-12 ため池担当宛
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①実施報告書（様式第7号）

令和 年 月 日
神戸市⾧　様

報告者(申請者) 住所（法人にあっては主たる事務所の所在地、その他の団体にあっては代表者の住所）

氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

（１）事業実施箇所

（２）ため池低水位管理の報告（水位計測結果、取組写真）

　ため池管理アプリを参照 注）事業実施箇所ごとに作成すること。

（３）ため池管理強化の報告（取組写真）
　ため池管理アプリを参照 注）事業実施箇所ごとに作成すること。

（４）その他

・翌年度（令和　年度）の事業継続意向について（下記いずれかに○を記入。）

記

ア）今年と同じ内容で、来年度も継続して補助を受けたい。

エ）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ウ）来年度の補助は希望しない。

番号 ため池名 ため池の所在地

神戸市水利施設管理強化事業　実施報告書

　神戸市水利施設管理強化事業補助金交付要綱第１０条の規定に基づき下記のとおり報告します。

ID(市記入)

変更内容：

イ）今年と内容を一部変更して、来年度も継続して補助を受けたい。

①

②

※（４）の記入で翌年度の
事前申込書は不要になります。

提出方法：原則メール
①市HPからExcelデータを

ダウンロードして作成
②紙資料をPDFか写真に撮っ

て提出

取組みため池の情報

ため池管理者の情報

取組みは毎年継続して頂く
前提ですので、
ア）の選択が基本です。
取組期間の変更等があれば
イ）を選択下さい。
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②水位管理：水位測定結果（頻度）

水位測定した結果をため池管理アプリで報告

■満水位（洪水吐底高）からの低下水位を測定してください

【測定頻度】

3回以上、ため池管理アプリで報告

必須のタイミング：取組開始時、取組終了時

残り1回は、取組期間の中間で1回報告

※上記とは別に大雨後水位の上昇が予想される場合は、現地確認し
水位を確認してください。水位が上昇している場合は底樋等を開
け水位低下を行ってください。
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②水位管理：水位測定結果（頻度）

取組み開始の報告はできるだけ期間前に実施が望ましい
報告が不十分の場合は補助対象外となる場合があります
別途お渡した「報告時期確認表」を参考にしてください

【重要】測定（報告）の注意事項

アプリ登録日＝報告日となります。必ず取組み期間を満たすように

報告をする必要があります。以下のようなケースにご注意ください。

【例】

取組み予定 7月1日 8月1日 8月31日

報告予定 △ △ △

報告実績 △ △ △

2ヵ月の実績報告ができていないため1カ月分の補助となる
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②水位管理：取組写真

撮影するもの（その１）：低水位の管理状況

■満水位からの水位低下状況が一目でわかる写真を撮影してください

①現地に満水位をマーキングするとわかりやすい

・水位標や紅白ポール、木杭などを設置して、満水位を

マーキングする

・前法の張コンに目安となる水位をマーキングする

②洪水吐を満水位として、ポールとメジャーなどで計測する
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②水位管理：取組写真

撮影するもの（その１）：低水位の管理状況

■満水位からの水位低下状況が一目でわかる写真を撮影してください

【よくない例】

①どこが満水位でどれだけ水位が低下してるのかがわからない

・ため池の全景だけを撮影

・ポールやメジャーが当てられていない
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②水位管理：取組写真

「開始時・中間・終了時」の写真を
ため池管理アプリで報告

撮影するもの（その２）：洪水吐や放流施設の管理状況

■施設の管理状況が一目でわかる写真を撮影してください

①洪水吐の流水疎外になるもの（流木など）がなく適正に管理されて

いる状況
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③ため池管理強化：取組写真

「取組前・後」の写真を
ため池管理アプリで報告

撮影するもの：ため池管理強化の取組状況

■ため池管理強化の取組結果がわかる写真を撮影してください

①取組前と取組後の状態を同じ場所で撮影すると、取組み結果が

わかりやすい

取組前 取組後
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１．令和７年度神戸市水利施設管理強化事業の

具体的な取組内容や要件の説明

（１）取組内容や要件について

（２）実施報告の作成方法について

２．ため池管理アプリの導入および操作説明

説明内容

23



■取組み（水位測定結果、写真）の報告は、

ため池アプリで実施してください。

この際、ため池の目視点検を一緒に実施し、

報告してください。

ため池管理アプリの導入および操作説明
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ため池アプリの利用開始

⇒地図上にご自身の水利組合が管理するため池が全て表示されます。
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①事業対象のため池をクリック

ため池アプリでの報告方法

ｸﾘｯｸ

ｸﾘｯｸ

②ため池名称をクリック
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③「日常点検登録」をクリック

ため池アプリでの報告方法

ｸﾘｯｸ

④水位を入力、取組写真を登録する

ｸﾘｯｸ

取組写真を
登録

満水位からの
低下水位を入力
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ため池アプリでの報告方法（写真の登録）

・カメラに切り替わるので

撮影します。

（撮影後に保存ボタンが

出たら保存します）

その場で撮影して登録する場合

ｸﾘｯｸ
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ため池アプリでの報告方法（写真の登録）

・スマホに保存されている

画面が立ち上がる。

・送信したい画像を選択。

スマホに保存した写真を登録する場合

ｸﾘｯｸ
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ため池アプリでの報告方法
⑤日常点検を実施する。「はい、いいえ、わからない」を選択し、

異常があれば写真を登録して、「次へ」をクリック。

点検結果を
ｸﾘｯｸ

異常時には
写真を登録

2/21～21/21の項目
を実施

報告完了
です
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ため池アプリ 点検結果の確認
⑤最新点検結果（日常）をクリック

ｸﾘｯｸ

登録画像の
確認
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日常点検の項目

⇒低水位の状況報告（写真添付）

※管理強化の取組報告写真はこの項目に添付

※
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緊急点検の実施

登録しているため池に点検が必要ときは、アプリから通知が送られます。

※スマートフォンの設定で、通知が「オフ」になっていると通知がきません。

≪地震時≫

・震度４のとき

※堤高15ｍ以上の防重ため池のみ

・震度5弱以上のとき

※すべての防重ため池

※地震発生後、原則２４時間以内
に速やかに実施

≪大雨時≫

・大雨特別警報時

※すべての防重ため池

※大雨特別警報解除後、速やかに実
施
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緊急点検の実施

ため池がグレーに表示されていたら緊

急点検を実施する必要があります。

①緊急点検対象ため池の確認

【注意】

本事業を実施しているため池だけでな

く、ご自身が管理されているため池に
ついても、○印がグレーに表示されて
いる場合は緊急点検を実施してくださ

い。
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②ため池を地図上でクリック

緊急点検の報告方法

ｸﾘｯｸ

ｸﾘｯｸ

③ため池名称をクリック
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④「緊急点検登録」をクリック

緊急点検の報告方法

ｸﾘｯｸ

⑤点検を実施し、結果を入力する

ｸﾘｯｸ

被災写真を
登録

ため池の
状態を入力

日常点検と同様に
指示に従って入力を

続ける
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緊急点検の項目
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